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平成２６年８月１日

各都道府県バス協会 会長 殿

公益社団法人日本バス協会     

会 長 髙 橋  幹      

立山有料道路等におけるバスの排出ガス規制の実施について

平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

標記について、富山県生活環境文化部自然保護課長から別紙のとおり通知がありました。

内容は、平成 27年 4月 1日から、「立山有料道路等（※）において、自動車ＮＯｘ・ＰＭ

法に規定する排出基準に適合しないバスの運行を禁止する。」というものです。ただし、猶

予期間として、「バスが初めて登録された日から 17年間は適用しない。」とのことです。

つきましては、必要に応じ、本内容について会員事業者にお知らせいただくようお願い致

します。

※立山有料道路等：富山県立山町の「桂台」から「室堂」までの区間

＜参考＞

富山県自然保護課ＨＰ

「立山におけるバスの排出ガスの規制に関する条例の制定について」

http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1709/kj00014493.html

担当：技術安全部（山下・仁保）

電話：０３－３２１６－４０１５








